
令和８年度県立学校教職員一般定期健康診断・肺がん検診・ストレスチェック及び情報機器作業従事

者検診業務委託契約書（案） 

 

愛媛県（以下「甲」という。）と ※落札業者名          （以下「乙」という。）と

は、甲に所属する県立学校教職員（以下「教職員」という。）の一般定期健康診断・肺がん検診・ス

トレスチェック及び情報機器作業従事者検診の検査（以下「検査」という。）について次のとおり委

託契約を締結する。 

 （委託事業の内容） 

第１条 甲は、健診の実施を別紙「令和８年度愛媛県県立学校教職員一般定期健康診断・肺がん検診 

・ストレスチェック及び情報機器作業従事者検診業務仕様書」(以下「仕様書」という。）により乙

に委託し、乙は、これを受託する。 

 （委託期間） 

第２条 委託期間は、令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとする。 

（検査料） 

第３条 甲は、乙に対し検査料を支払うものとし、その検査料単価は、別添「令和８年度愛媛県県立

学校教職員一般定期健康診断・肺がん検診・ストレスチェック及び情報機器作業従事者検診検査料

単価表」のとおりとする。 

（契約保証金） 

第４条 契約保証金は、※        とする。 

    ※落札業者が県会計規則第 154 条（契約保証金の免除）に該当する場合は、下線部に“免除”と記入する。 

（権利義務の譲渡等） 

第５条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供し

てはならない。 

（再委託の禁止） 

第６条 乙は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはいけない。ただし、事故等、不測

の事態により委託業務の遂行が困難になった場合で、かつ、書面により甲の承諾を得たときは、こ

の限りでない。 

 （業務遂行上の責任者） 

第７条 乙は、業務委託に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の責任者を定め、甲に通知するも

のとする。 

 （業務の調査等） 

第８条 甲は、必要があると認めたときは、乙の業務委託の処理状況について調査し、若しくは必要

な報告を求め、又は業務委託の処理に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。 

 （業務完了報告書の提出） 

第９条 乙は、全期間の健診終了後、速やかに業務完了報告書（別記様式）を甲に提出しなければな

らない。 

 （検査） 

第 10条 甲は、前条の規定による業務完了報告書の提出があったときは、その日から起算して 10日

以内に検査を行うものとする。 

 （補正又は再調査等） 

第 11 条 乙は、前条の検査に合格しないときは、甲の指定する日までに補正又は再調査を行い、甲

に補正又は再調査完了を報告しなければならない。 

２ 前項の規定により補正又は再調査の報告があったときは、前条の規定を準用する。 

（健診料の支払） 

第 12条 乙は、第 10条（前条第２項の規定により準用する場合を含む。）の検査に合格したときは、

遅滞なく、請求書を甲に提出するものとする。 

２ 甲は、乙から正当な請求書を受理した日から起算して 30日（以下「約定期間」という。）以内に

乙に代金を支払わなければならない。 

３ 甲は、請求書を受理した後、その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その

理由を明示してこれを乙へ返付するものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から



甲が乙から是正した請求書を受理する日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、

その請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失による場合は、請求書の提出がなかったものと

する。 

 （支払の遅延） 

第 13 条 甲は、約定期間内に代金を支払わなかったときは、その支払期限の翌日から支払の日まで

の日数に応じ、支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年

法律第 256号。以下「遅延防止法」という。）第８条第１項の規定に基づき定められた政府契約の

支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、

その額が百円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数

があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。 

 （契約保証金の返還等） 

第 14 条 乙は、契約保証金を納付している場合において、第 10 条（第 11 条第 2 項の規定により準

用する場合を含む。）の規定による検査に合格したときは、甲に契約保証金返還請求書を提出する

ものとする。 

２ 甲は、前項に規定する返還請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に契約保証金を乙に

還付するものとする。 

３ 契約保証金には、利息を付さないものとする。 

 （業務内容の変更） 

第 15 条 甲は、必要に応じ、業務委託の内容を変更し、又は委託業務を一時中止させることができ

るものとする。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、甲と乙が

協議して決めるものとする。 

 （事情変更） 

第 16 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事情に基づく経済情勢の激変により契約内

容が著しく不適当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契

約を変更することができる。 

 （仕様書等に関する通知義務） 

第 17 条 乙は、仕様書等によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があると

きは、直ちに甲に通知しなければならない。 

２ 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならな

い。 

 （委託期間の延長） 

第 18 条 乙は、乙の責めに帰することができない理由により委託期間内に委託業務を完了すること

ができないことが明らかになったときは、甲に対してその理由を付し、委託期間の延長を求めるこ

とができるものとする。ただし、その延長日数は、甲と乙が協議して決めるものとする。 

 （損害賠償） 

第 19条 乙は、その責めに帰すべき理由により、委託業務の実施に関し、甲、甲の職員又は第三者に

損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 （損害による必要経費の負担） 

第 20条 委託業務の処理により発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）の必要経費は、乙が

負担するものとする。ただし、甲の責めに帰する理由により損害が生じたときの必要経費は、甲が

負担するものとし、その額は甲と乙が協議して決めるものとする。 

（甲の解除権） 

第 21 条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履

行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 

２ 甲は、乙が次のいずれかに該当すると認められるときは、前項の催促をすることなくこの契約の

全部又は一部を解除することができる。 

 （違約金） 

第 22 条 乙は、契約保証金の納付がなく、前条第 1 項又は第２項の規定により契約が解除されたと

きは、解除した部分に相当する額の 10 分の１を違約金として甲の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。 

２ 乙が前項の違約金を甲が指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指



定する期間を経過した日から起算して支払の日までの日数に応じ、年３パーセントの割合を乗じて

計算した額の遅延利息を徴収する。 

 （乙の解除権） 

第 23 条 乙は、甲がこの契約に定める義務を履行しない場合において、相当の期間を定めてその履

行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 

 （秘密の保持） 

第 24条 乙（乙の社員及び乙の指定する者を含む。）は、業務の実施に関し知りえた事実について、

その秘密を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除さ

れた後においても同様とする。 

(個人情報の保護) 

第 25条 乙は､この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては､別記｢個人情報取

扱特記事項｣を遵守しなければならない。 

（年当たりの割合の基礎となる日数） 

第 26条 第 13条、第 19条及び第 22条第２項の規定による遅延利息等の額を計算する場合における

年当たりの割合は、うるう年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。 

 （変更の届出） 

第 27条 乙は、商号又は名称、代表者、住所、印章その他この契約の当事者としての事項について、

変更が生じたときは、直ちに書面によって、甲に届け出なければならない。 

 （法令等の遵守） 

第 28条 乙は、使用者として、労働関係法令等を遵守しなければならない。 

 （契約の費用） 

第 29条 この契約の締結に要する費用は、全て乙の負担とする。 

（裁判管轄） 

第 30条 この契約に関して生じた一切の紛争（裁判所の調停手続を含む。）は、松山地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

（その他） 

第 31条 この契約書に定めのない事項については、愛媛県会計規則（昭和 45年愛媛県規則第 18 号）

及び遅延防止法によるものとし、これらの規程に定めのない事項又はこの契約に関する疑義につい

ては、必要に応じて甲乙協議してこれを処理するものとする。 

 

 

この契約の証として、書面又は電磁的記録にて本書を作成する。書面にて作成する場合には、

本書２通を作成し甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。電磁的記録にて契約書を作成する

場合には、甲及び乙がそれぞれ電子署名を行い、各自が保存する。 

 

 

   令和  年  月  日 

 

               松山市一番町四丁目４番地２ 

            (甲)  愛媛県 

                 知事   中 村  時 広 

 

 

            (乙) 



個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利

利益を侵害することのないよう、個人情報の適切な管理を行わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

２ 乙は、この契約による業務に関わる責任者及び従事者に対して、在職中及び退職後において、こ

の契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利

用してはならないこと、これに違反した場合は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第

57号）の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の適切な管理に必要な事項に関す

る研修をしなければならない。 

 （保有の制限） 

第３ 乙は、この契約による業務を行うために保有する個人情報は、業務を達成するために必要な最

小限のものにしなければならない。 

 （安全管理措置） 

第４ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損（以下「漏えい

等」という。）の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、この契約による業務の責任者及び従事者を定め、書面により甲に報告しなければならない。 

３ 乙は、責任者及び従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 

４ 乙は、従事者の管理体制及び実施体制並びにこの契約による業務で取り扱う個人情報の管理の状

況についての検査に関する事項について書面により甲に報告しなければならない。 

 （利用及び提供の制限） 

第５ 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報の

内容を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。 

 （複写及び複製の禁止） 

第６ 乙は、この契約による業務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を、

甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 

 （再委託の禁止等） 

第７ 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託（以下「再委託」という。）して

はならない。 

２ 乙は、この契約による業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、

再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う個人情報の内容、再委託先

における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確に

した上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承諾を得なければならな

い。 

３ 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、

再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託先に対して、再委託した業務の履行状況を管理及び監督するとともに、甲の求めに

応じて、その管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。 

５ 前各項の規定は、再委託先が委託先の子会社（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第１項第

３号に規定する子会社をいう。）である場合も、同様とする。 

 （派遣労働者利用時の措置） 

第８ 乙は、この契約による業務を派遣労働者に行わせる場合は、派遣労働者に対して、本契約に基

づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 

 （資料等の返還等） 

第９ 乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、

業務完了後直ちに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うも

別記 



のとする。 

２ 乙は、この契約による業務を処理するため乙自らが取得し、又は作成した個人情報が記録された

資料等は、業務完了後速やかに、かつ、確実に廃棄し又は消去するものとする。ただし、甲が別に

指示したときは、その指示に従うものとする。 

 （個人情報の運搬） 

第 10 乙は、この契約による業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資

料等を運搬するときは、個人情報の漏えい等を防止するため、乙の責任において、確実な方法によ

り運搬しなければならない。 

 （実地検査） 

第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の管理体制、実施体制及び管理の状

況等について、随時実地に検査することができる。 

 （指示及び報告等） 

第 12 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に

対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

 （事故時の対応） 

第 13 乙は、この契約による業務に関し個人情報の漏えい等の事態が生じ、又は生じたおそれがあること

を知ったときは、その事態の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事態に関わる

個人情報の内容、件数、原因、発生場所及び発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければな

らない。 

 （損害賠償） 

第 14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いによ

り甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先又は派遣労働者

の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。  

（契約の解除） 

第 15 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一

部を解除することができる。 

 

  



令和８年度愛媛県県立学校教職員一般定期健康診断・肺がん検診・ストレスチェック及び情報機器作業従

事者検診検査料単価表 

 

※消費税及び地方消費税込みの金額である。 

区分 検査項目 検査料単価（円） 

一

次

検

診 

問診、体重測定、身長測定、視力検査、聴力検査、 

血圧測定、尿検査（蛋白定性検査・糖定性検査・ 

潜血検査・ウロビリノーゲン定性検査） 

 

腹囲測定 

血液検査（14項目） 

Hb・Hｔ・RBC 

GOT・GPT・γ－GTP 

T－Cho・HDL－C・LDL－C・TG 

CRE・UA 

GL・HｂA1ｃ 

 

心電図検査（12 誘導）  

胸部エックス線検査（一般 CR撮影）  

二

次

検

診 

胸部二次検査（CT撮影）  

喀痰検査  

眼底検査  

肺
が
ん 

検
診 

胸部エックス線検査（肺がん CR撮影） 

（40歳以上、結核検診を兼ねる） 
 

ス
ト
レ
ス 

チ
ェ
ッ
ク 

ストレスチェック  

情
報
機
器
作
業
従
事
者
検
診 

一次検診（問診票の判定）  

二次検診 

眼科系の検査 

５ｍ視力検査及び近見視力（50㎝）検査、 

屈折検査、眼位検査、調整機能検査 

筋骨格系の検査 

タッピング検査、握力検査 

 

（別添） 



別記様式（第９条関係） 

 

 

 

業務完了報告書 

 

令和  年  月  日 

 

愛媛県知事 中村 時広 様 

                      所在地 

                      商号又は名称 

                      代表者職氏名           印 

 

 

 

令和８年 月 日付けで契約を締結した令和８年度愛媛県県立学校一般定期健康診断・肺

がん検診・ストレスチェック及び情報機器作業従事者検診業務について、次のとおり完了し

ましたので、委託契約書第９条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

 

記 

 

実施期間：令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

実施状況 

 単価 人数 請求額 

問診・身長・体重・視力・聴力・ 

血圧・尿 

   

血液検査・腹囲    

胸部エックス線検査（一般ＣＲ撮影）    

心電図検査    

胸部二次検査（ＣＴ撮影）    

喀痰検査    

眼底検査    

胸部エックス線検査（肺がんＣＲ撮影）    

ストレスチェック    

情報機器作業従事者検診（一次検診）    

情報機器作業従事者検診（二次検診）    

合計    

※県立学校ごとの受診人数一覧を添付すること 

 

 
※本件責任者及び担当者の氏名・連絡先をこの様式の下部に記入し、電子メールにより県
の担当者及び県・債権者双方の上席者を宛先として提出する場合は、押印省略可能です。 


